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衆
議
院
議
員
横
粂
勝
仁
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提
出
首
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巨
大
地
震
対
策
に
関
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る
質
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に
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る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
首
都
直
下
巨
大
地
震
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
首
都
直
下
地
震
を
対
象
と

し
た
特
別
法
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
必
要
性
、
既
存
の
法
令
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

首
都
直
下
地
震
に
つ
い
て
は
、
他
の
地
震
と
同
様
に
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
及

び
地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
一
号
）
に
よ
り
対
策
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
方
、
こ

れ
ら
の
法
律
に
よ
る
対
策
に
加
え
、
東
海
地
震
に
つ
い
て
は
、
地
震
の
前
兆
現
象
の
早
期
発
見
（
以
下
「
地
震
直
前
予
知
」

と
い
う
。
）
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七

十
三
号
）
に
よ
り
、
東
南
海
・
南
海
地
震
及
び
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
つ
い
て
は
、
津
波
か
ら
の
円
滑

な
避
難
の
確
保
等
の
対
策
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措

置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
二
号
）
及
び
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に

一



関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
二
十
七
号
）
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
対
策
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

地
震
直
前
予
知
の
た
め
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
地
震
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
見
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
「
地
震
及
び
火
山
噴
火
予
知
の
た
め
の
観
測
研
究
計
画
」
（
平
成
二
十
年
七
月
十
七
日
科
学
技
術
・
学
術
審
議

会
決
定
。
以
下
「
観
測
研
究
計
画
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
各
大
学
に
お
い
て
地
震
に
先
行
し
て
発
生
す
る
現
象
に
関
す

る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
国
立
大
学
法
人
東
京
大
学
が
行
う
観
測
研
究
計
画
の

推
進
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
国
立
大
学
法
人
運
営
費
交
付
金
に
よ
り
支
援
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
各
大
学
に
お
け
る
研
究

を
支
援
し
て
い
る
。

ま
た
、
地
震
直
前
予
知
の
た
め
の
観
測
網
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
地
震
直
前
予
知
の
可
能
性
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
地
震
は
東
海
地
震
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
海
地
域
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
進
め
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
気
象
庁
が
静
岡
県
、
愛
知
県
等
に
地
震
計
、
ひ
ず
み
計
等
を
設
置
し
、
こ
れ
ら
に
よ
る
観
測
デ
ー
タ
を
二
十
四
時
間
体

制
で
監
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
予
算
を
同
庁
に
お
い
て
計
上
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

二



地
震
発
生
時
に
お
い
て
、
迅
速
か
つ
的
確
な
応
急
対
策
を
実
施
す
る
た
め
、
平
時
か
ら
、
各
府
省
庁
と
地
方
公
共
団
体
が
、

そ
れ
ぞ
れ
行
っ
て
い
る
防
災
に
関
す
る
取
組
等
に
つ
い
て
情
報
及
び
意
見
を
交
換
し
て
い
る
ほ
か
、
地
震
発
生
時
に
は
、
必

要
に
応
じ
て
、
災
害
対
策
基
本
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
常
災
害
対
策
本
部
又
は
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
緊
急
災
害
対
策
本
部
を
設
置
し
、
府
省
庁
間
の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
同
法
第
二
十
五
条
第
六
項
に
規
定

す
る
非
常
災
害
現
地
対
策
本
部
又
は
同
法
第
二
十
八
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
緊
急
災
害
現
地
対
策
本
部
を
置
き
、
被
災

し
た
地
方
公
共
団
体
と
の
密
接
な
連
携
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
被
災
し
た
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
要
請
に

応
じ
て
、
各
府
省
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
職
員
を
派
遣
し
、
被
災
地
の
復
旧
・
復
興
を
支
援
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
地
震
防
災
に
対
す
る
民
間
部
門
の
対
応
に
対
す
る
財
政
金
融
支
援
措
置
」
に
つ
い
て
は
、
地
震
防
災
対
策
の

一
環
と
し
て
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
等
に
対
す
る
支
援
等
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
、
住
宅

・
建
築
物
安
全
ス
ト
ッ
ク
形
成
事
業
に
よ
る
助
成
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
に
よ
る
融
資
等
の
支
援
策
等
を
講

じ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


